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厚生労働省の調査では､ 喘息､ 食物アレルギーなど
のアレルギー疾患は近年増加傾向にあり､ その健康被
害は深刻な問題となっている１)｡
食物アレルギーとは ｢食物によって引き起こされる
抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利
益な症状が惹起される現象｣ をいう｡ 乳幼児有病率は
５～10％､ 学童期以降は１～２％程度と考えられてい
る１)｡ 症状は多様であり､ 根本的な治療法が確立され
ておらず､ ｢症状を誘発する原因食物｣ を除去するこ
とで症状の出現を防ぎ､ 自らが摂取可能な食物を選択
することが重要である｡ 患者にとっては､ 特定原材料
の表示は食物アレルギーによる危害を未然に防ぐため
に重要な情報となっている｡
このことから､ 平成13年４月より食品衛生法が改正

され､ ｢卵｣､ ｢乳｣､ ｢小麦｣､ ｢そば｣､ ｢落花生｣ を含
む食品についてその表示が義務づけられた２)｡ 平成20
年６月には､ 発症事例が多い ｢えび｣ ｢かに｣ が特定
原材料に追加された３)｡
高知県では､ 食の安全・安心を確保するため平成18
年度から高知県内で製造された製品を､ 表示が適正に
行われていることを確認する目的で､ 食品の買上検査
を実施している４)５)｡ 平成22年６月４日より ｢えび｣
｢かに｣ の表示義務が完全施行されたことより､ 平成
22年度､ 23年度は ｢甲殻類｣ の対象検体を増やして集
中的に検査を行った｡
平成22年度は､ ｢甲殻類｣ を対象に16検体､ ｢卵｣
｢小麦｣ を対象に各８検体､ 平成23年度には､ ｢甲殻類｣
｢卵｣ を対象に各16検体､ ｢乳｣ ｢小麦｣ を対象に各８
検体､ 平成24年度は ｢甲殻類｣ ｢卵｣ ｢小麦｣ ｢乳｣ を
対象に各８検体の検査を実施したのでその概要を報告
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アレルギー物質を含む食品調査について (平成22～平成24年度)
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【要旨】 平成22年度から平成24年度に高知県内で製造された加工食品65検体について､ 表示が適正に行われてい
るかを確認する目的で､ アレルギー物質を含む食品検査を実施した｡
ELISA法で ｢甲殻類｣ 40検体､ ｢卵｣ 32検体､ ｢小麦｣ 24検体､ ｢乳｣ 16検体について検査を実施したとこ
ろ､ 原材料に表示のない検体のうち ｢甲殻類｣ １検体､ ｢卵｣ ２検体及び ｢小麦｣ ３検体が陽性であった｡
うち ｢卵｣ ２検体､ ｢小麦｣ １検体は食品衛生監視員の立入調査により原材料への使用が確認された｡ ｢甲
殻類｣ １検体､ ｢小麦｣ ２検体については､ 確認検査の結果､ それぞれえび陽性､ 小麦陽性となったが､
原材料に使用が認められず､ 製造工程等でのコンタミネーションが疑われた｡
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*１) 前衛生研究所 *２) 高知県医事薬務課 *３) 高知県環境対策課



する｡
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１ 試 料
平成22年５月から平成24年７月に､ 県内５福祉保健
所が買上げた県内産の加工食品65検体を試験品とした｡

２ 試 薬
１) ELISA法
FASTKITエライザVerⅡキット (卵, 乳, 小麦) ：
日本ハム(株) (以下FASTKITⅡ)
モリナガFASPEK特定原材料測定キット (卵白アル
ブミン, カゼイン, グリアジン) ：(株)森永生科学
研究所 (以下FASPEK)
FAテスト EIA-甲殻類 ｢ニッスイ｣ ：日水製薬株
式会社
甲殻類キット ｢マルハ｣ ：株式会社マルハニチロ食
品

２) ウエスタンブロット法
モリナガ卵ウエスタンブロットキット (卵白アルブ
ミン, オボムコイド) ：(株)森永生科学研究所
Laemmli Sample Buffer,Extra thick Blot Papar
Kleidoscape Prestained Standards,
×10 Tris/Gricine/SDS,×10Tris/Glycine,×10TBS：
BIO-RAD社製
２-メルカプトエタノール, １molTris/HCl(pH8.0)：
ナカライテスク(株)社製
メタノール,１ＮNaOH：和光純薬工業(株)社製
Tween20：関東化学(株)社製
ウシ由来血清アルブミン：SIGMA社製
SDS-PAGE mini 15% (1.0mm 12well)：TEFCO社製
Hybond-P (転写膜) 16×14cm 0.45μm：Amersham
Biosciences社製
Vectastain ABC-AP Rabbit IgG kit,
Alkaline Phosphatase Substract kit Ⅳ (BCIP
/NBT)
:VECTOR社製

３) ＰＣＲ法
アレルゲンチェッカー ｢小麦｣ ：オリエンタル酵母
(株)
アレルゲンチェッカー ｢動物共通｣ ：オリエンタル
酵母(株)
特定原材料検出ＰＣＲ ｢えび検出用プライマー｣ ：

株式会社ファスマック
特定原材料検出ＰＣＲ ｢かに検出用プライマー｣ ：
株式会社ファスマック
ＨａｅⅢ：タカラバイオ
DNA抽出キット (シリカゲル膜タイプキット)
DNeasy Plant Mini Kit：QIAGEN社
PCR緩衝液, dTNP, MgCl２, およびTaqDNAポリメラー
セﾞ：アプライドバイオシステムズ社
臭化エチジウム, アガロース：ナカライテスク(株)
100bp DNA Ladder：東洋紡績(株)

３ 機 器
ホモジナイザー：ウルトラタックス T25 デジタル,
IKA社
遠心機：(株)久保田製作所製 5100, (株)トミー工
業社製 MC-150
マイクロプレートウォッシャー：Bio Tec社製
プレートリーダー：MULTISKAN､ Thermo社製
電気泳動装置：TEFCO社製 セイフティーセル・ミニ
Model STC-808, コスモ・バイオ(株)社 i-Mupid-J
ブロッティング装置：BIO-RAD社製 Trans-BlotＲ○

SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell
電源装置：BIO-RAD社製 パワーパックHC
吸光光度計：(株)島津製作所UV-2550
PCR装置：タカラバイオ (株) 社製 Thermal Cycler MP

４ 検査法
ELISA法､ ウエスタンブロット法､ PCR法ともに通
知法に従って検査を行った｡ (図１)
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FASPEK FASTKIT Ver  

図１ 検査フロー
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１ ELISA法及び確認検査による結果
平成22年度～24年度に実施した特定原材料ごとの
ELISA法での試験結果を表１～表４に示した｡
ELISA法では､ 食品採取重量１ｇあたりの特定原材

料由来のタンパク質含量が10μｇ以上のものを陽性と
し､ 微量を超える特定原材料が混入している可能性が
あるものと判断する｡ ただし､ えび・かにについては､
これらを区別できず､ 甲殻類としてまとめて検出され
る｡ ELISA法で陽性になったものは､ 確認検査 (定性
検査) で確認する｡ 確認検査の結果は表５に示した｡
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表１ 甲殻類たんぱく質検査結果 (ELISA法) (μg/g)
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表２ 卵たんぱく質検査結果 (ELISA法) (μg/g)

表３ 小麦たんぱく質検査結果 (ELISA法) (μg/g)



｢甲殻類｣ (表１) では､ ELISA法で40検体中､ １検
体 (検体No.18) が陽性であった｡ PCR法での確認検
査を行った結果､ えび陽性､ かに陰性となった｡ 食品
衛生監視員の立入調査の結果､ 原材料としての使用は
確認できず､ 原因として魚肉ねり製品の原材料のすり
身に､ 甲殻類を捕食した魚の内臓が混入していたので
はないかと推測された｡ 40検体中､ 陽性まではいかな
いが､ 定量下限値を超える検体が23検体確認できた｡

｢卵｣ (表２) では､ ELISA法で32検体中２検体 (検
体No. 14, 17) が陽性であった｡ 共に魚肉ねり製品で､
ウェスタンブロット法での確認検査を行った結果にお
いても卵白アルブミン､ オボムコイド陽性となった｡
食品衛生監視員が製造所の立入調査を行った結果､ 他
業者から仕入れた原材料のすり身に卵白が使用されて
いたことが判明した｡

｢小麦｣ (表３) では､ ELISA法で24検体中３検体
(検体No.11, 12, 54) が陽性であった｡ 検体番号11,
12については､ PCRでの確認検査でも陽性となった｡

なお､ 検体番号11, 12とも同一製造業者が製造してお
り､ 食品衛生監視員の立入調査で､ 製造業者は使用を
認めておらず､ 他の製品や､ 使用している調理器具､
打ち粉などからのコンタミネーションが疑われた｡
検体番号54は､ 立入調査を行った結果､ 製造者が原
材料の変更を行い､ 小麦を使用していたにもかかわら
ず､ 表示を作る店頭販売者に変更が伝わっておらず表
示が欠落していたことが判明した｡ 早期に原材料への
使用が確認されたため､ 確認検査は行わなかった｡

｢乳｣ (表４) では､ 16検体中バター表示のある検
体番号43のみELISA法で陽性となり､ 適正な表示がな
されていることが確認できた｡ なおウェスタンブロッ
ト法による確認検査は行っていない｡
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平成22年度から平成24年度に､ 県内で製造された加
工食品65検体について､ アレルギー表示が適正になさ
れているかELISA法で検査を行った｡ 表示のない検体

高 知 衛 研 報 59, 2013 57

表４ 乳たんぱく質 (ELISA法) (μg/g)

表５ 確認試験検査結果



のうち ｢甲殻類｣ １検体､ ｢卵｣ ２検体及び ｢小麦｣
３検体が陽性であり､ ELISA法で陽性が出たものに関
して､ 確認検査を行った結果､ 全てが陽性となった｡
そのうち ｢卵｣ ２検体 ｢小麦｣ １検体については､
原材料にアレルギー物質を使用しており表示が適正に
行われていなかった｡ ｢甲殻類｣ １検体と､ ｢小麦｣ ２
検体は製造過程でのコンタミネーションが疑われた｡
魚肉ねり製品では､ すり身を製造するにあたり完全に
内臓を除去できないと､ コンタミネーションの原因と
なり､ 甲殻類にアレルギーを持つ患者がアレルギー症
状を起こす危険性も考えられる｡
今後も食品衛生監視員との連携のもと､ アレルギー
検査を実施し､ 表示の徹底や注意喚起表示を推奨する
等の指導につなげ､ 県民の食の安全に貢献したい｡
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